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独立行政法人住宅金融支援機構 事業年度評価の全体評価シート 

 

中 期 計 画 の 項 目 評  定 理由・指摘事項等 

第１ 国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する目

標を達成するためとるべき措置 

Ａ＋ •  Ａ  • Ｂ • Ｃ • Ｄ 

証券化支援業務においては、国民

のニーズに対応した自主的な商品の

見直し等及び機構ＭＢＳのベンチマ

ーク性を高めるための発行額の平準

化等による安定的かつ効率的な資金

調達が相まって効果を上げ、ＭＢＳ

市場の育成・発展に貢献しているも

のと考えられる。 

また、住宅融資保険業務において

は、付保審査の的確性等及び回収率

の上昇等が効果を上げている。 

さらに、東日本大震災後の支援状

況については、独自に数多くの相談

会を実施しているほか、新たに三陸

復興支援センターを釜石市に設ける

ことを決定し、準備を進めており、

被災者の相談対応の強化が図られて

いるものと考えられる。 

第２ 業務運営の効率化に関する目標

を達成するためとるべき措置 
Ａ＋ • Ａ •  Ｂ  • Ｃ • Ｄ 

経費の削減は中期の数値目標達成

に向けて進捗しており、業務運営の

効率化の目標を概ね達成している。 

また、過去に発生した不祥事や不

適切な事務処理事案に対応し、再発

防止策やコンプライアンス強化に取

り組むなど、内部統制の充実が図ら

れている。 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 Ａ＋ •  Ａ  • Ｂ • Ｃ • Ｄ 

 収支については、住宅ローンの買

取残高の積み上り及び資金調達コス

トの逓減（金利低下及び財投からの

借入残高の減少等）、リスク管理債権

の削減等により、当期総利益が過去

最大の黒字となり、法人全体として

の繰越欠損金を解消しており、着実

に改善している。 

 また、リスク管理の徹底について

は、会計検査院の指摘事項への対応

の一部が次年度４月に持ち越される

ものの、返済が困難になった顧客へ

の親身になった相談等を通じ、個人

向けの債権の正常化率が 77.9%とな

るなど、目標値を大幅に上回るリス

ク管理債権の削減を実施している。 
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第４ 短期借入金の限度額 ○ ・ ×  

第４－２ 不要財産又は不要財産とな

ることが見込まれる財産があ

る場合には、当該財産の処分に

関する計画 

○ ・ × 

 

第５ 第４－２に規定する財産以外の

重要な財産を譲渡し、又は担保に供

しようとするときは、その計画 

○ 

宿舎の売却方法について、内部の

審議を経た上で、一般競争入札によ

り売却先が決定されており、計画通

り適切に対応されている。 

第６ 剰余金の使途 ○ ・ ×  

第７ その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 
Ａ＋ • Ａ •  Ｂ  • Ｃ • Ｄ 

計画的な人員の抑制による常勤職

員数の削減、人件費や職員の給与水

準の適正化が図られているほか、人

材育成を意識した配置やリスク管理

に係る研修の実施等による職員の専

門能力の向上が図られているなど、

適切に対応されている。 

全体評価 

 住宅金融支援機構は、国民に対して相対的に低利で長期・固定の住宅ローンを効率的かつ安定的に提供

するため、毎年のように、自主的な商品の見直し、新規投資家の取り込み、発行手数料の引き下げ、延滞

の減少などについて継続的に適切な取組を続けている。 

 さらに、今年度においては自主財源による返済困難者に対する金利引き下げ等を実施したほか、ＭＢＳ

発行額の平準化により起債環境を保持し、安定的かつ効率的な資金調達を行うなど、ＭＢＳ市場の育成・

発展に貢献している。また、復興・再開発に関与するなど東日本大震災の被災者支援にも適切に対応して

いる。 

 財務についても、今年度の当期総利益は、業務効率化やリスク管理の徹底等により過去最大となり、法

人全体においては今年度末をもって繰越欠損金を解消しており、財務体質は着実に強化されつつある。 

 このように、全体として適切な取組がなされているものと認められ、機構においては、その活動実績に

ついて国民の理解が得られるよう広報活動の充実を図ることも必要であると考えられる。 

 一方、今後の課題として、住宅ローン市場の飽和による競争激化、現在の歴史的な低金利、融資率上限

の引き上げ、及び顧客の行動や意識の変化などにより、過去のデータでは把握が難しい信用コストの発現

リスクがありうると思われ、経済環境の如何によっては、返済困難者が増え、延滞問題が深刻化する恐れ

がある。引き続き、住宅ローンの提供者として、的確な審査を実施し、リスク管理により一層努めるとと

もに、返済困難者に対して親身に相談に乗りながら、返済困難者を増やさないよう取り組んでいくことが

期待される。 

 また、内部統制については、過去に発生した不祥事や不適切な事務処理事案を踏まえて、その再発防止

に向けて体制の強化が図られ、日常業務のモニタリングや各種研修の実施等の適切な取組がなされた。引

き続き内部統制の一層の強化が期待される。 


